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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互横断方向に取り付けられた第１のスライド（２０）及び第２のスライド（３０）を
有する可動部並びに試料（４１）を移動させるために構成された試料テーブル（４０）を
有する移動部から構成される試料移動ステージ（１）であって、前記第１のスライド（２
０）は、ベースフレーム（１０）に取り付けられ且つ第１のガイドブロック（２１）に沿
って移動可能であり、前記第２のスライド（３０）は、前記第１のスライド（２０）に取
り付けられ且つ第２のガイドブロック（３２）に沿って移動可能であり、前記試料テーブ
ル（４０）は、ひずみメカニズムモジュール（５０）を介して前記第２のスライド（３０
）に取り付けられている当該試料移動ステージ（１）において、
　前記ひずみメカニズムモジュール（５０）が、前記試料テーブル（４０）を取り付ける
ための１つの接続孔（５１）を有する取付部（５２）と、前記取付部（５２）を前記第２
のスライド（３０）に取り付けるための１つのブリッジ部（５６）と、特定の規則的な間
隔で配置されている複数の緩衝孔（５３）と、前記複数の緩衝孔（５３）の中心につなが
っている複数の変形ライン（５４）とを有する結果、前記ひずみメカニズムモジュール（
５０）が、前記第２のスライドの変形を吸収する変形空間を提供するように構成されてい
る当該試料移動ステージ（１）。
【請求項２】
　前記ひずみメカニズムモジュール（５０）は、前記第２のスライド（３０）上に形成さ
れていて、前記緩衝孔（５３）は、前記第２のスライド（３０）の上側に形成されている
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請求項１に記載の試料移動ステージ（１）。
【請求項３】
　前記第２のスライドの変形を吸収するために適合された１つのひずみメカニズムモジュ
ール（５０）が、前記第２のスライド（３０）の４つの角の各々に配置されている請求項
１に記載の試料移動ステージ（１）。
【請求項４】
　前記第２のスライドの変形を吸収するために適合された１つのひずみメカニズムモジュ
ール（５０）が、前記第２のスライド（３０）の、一方の側の２つの角と他方の側の２つ
の角とに配置されている請求項１に記載の試料移動ステージ（１）。
【請求項５】
　５つ以上のひずみメカニズムモジュール（５０）が、前記第２のスライド（３０）に対
して対称に（ａ）又は非対称に（ｂ）に配置されている請求項１に記載の試料移動ステー
ジ（１）。
【請求項６】
　前記取付部（５２）の上面が、前記試料テーブル（４０）に接触する緩衝材を有する請
求項２に記載の試料移動ステージ（１）。
【請求項７】
　前記取付部（５２）と前記ブリッジ部（５６）との接触領域が、（ａ）線形、（ｂ）半
円形及び（ｃ）楕円形のうちの少なくとも１つの形を有する請求項２に記載の試料移動ス
テージ（１）。
【請求項８】
　前記ひずみメカニズムモジュール（５０）は、前記第２のスライド（３０）に接合され
ている請求項１に記載の試料移動ステージ（１）。
【請求項９】
　前記移動部は、試料テーブル（４０）上に取付たれたＸバーミラー（４２）及びＹバー
ミラー（４３）を有し、前記試料移動ステージは、前記可動部の動作経路に取り付けられ
たレーザーヘッド（６１）、ビーム分割器（６２）及び干渉計（６３）を有する計測部か
らさらに構成され、この計測部は、前記Ｘバーミラー（４２）及び前記Ｙバーミラー（４
３）によって反射された入力ビーム干渉信号を受信機（６４）から受信することによって
変位信号を出力するために構成されている請求項１に記載の試料移動ステージ（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体またはＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）用の検査装置または精
密処理装置のために使用される試料移動ステージに関し、特に、試料移動ステージをスラ
イドさせた結果として生じるスライドの変形が試料テーブルに伝達されることを防止する
ことによって計測精度を向上させるように、前記スライドの変形を吸収するためのひずみ
メカニズムを有する試料移動ステージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、試料移動ステージは、半導体またはＦＰＤの検査装置または精密処理装置のた
めに使用される物体（以下で「試料」と呼ばれる）を所望の位置に装填しまた移動させて
計測／処理するために使用される装置部材であり、またこの試料移動ステージは、ミラー
に入射するレーザービームと、ミラーによって反射されるレーザービームとの干渉により
計測された信号を有する変位信号を分析するためのレーザー変位計測システムのために使
用される。
【０００３】
　例えば、図１によれば、試料移動ステージ（１００）は、Ｘ、Ｙガイド（１１１、１１
２）によって相互横断方向にガイドされるＸ、Ｙスライド（１１３、１１４）と、前記Ｙ
スライド（１１４）に取り付けられかつ試料（１１５）を移動させる試料テーブル（１１
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６）と、前記試料テーブル（１１６）に相互垂直方向に取り付けられたＸ、Ｙバーミラー
とを含む主体部からなる。
【０００４】
　また、計測部は、上記主体部の動作経路に実装されてビーム分割器（１３２）を通して
分割された後にレーザーヘッド（１３１）で出力されるＸ、Ｙビームを上記Ｘ、Ｙバーミ
ラー（１１７、１１８）によって拡散させるための干渉計（１３３）と、前記Ｘ、Ｙバー
ミラー（１１７、１１８）によって反射される干渉信号を変位信号に変換するためのＸ、
Ｙ受信機（１３４）とを含む。
【０００５】
　それに応じて、試料移動ステージ（１００）による試料位置計測は、上記試料テーブル
（１１６）に固定されたＸ、Ｙバーミラー（１１７、１１８）と、この前記Ｘ、Ｙバーミ
ラー（１１７、１１８）によって反射されるレーザービームとの干渉により計測される構
成を有するので、上記試料（１１５）の正確な位置を計測するために、前記Ｘ、Ｙバーミ
ラー（１１７、１１８）と前記試料（１１５）との相対変位を定期的に維持しなければな
らないという問題を予め解決する必要がある。
【０００６】
　しかし、以下の理由によって、試料移動ステージ（１００）の試料テーブル（１１６）
が変形することがある。第１に、ガイド部（１１１、１１２）の処理誤差、または直線性
および平坦度に関する誤差により、スライド（１１３、１１４）が過剰に接続される。第
２に、周囲温度が変化した場合、変形度は、スライド（１１３、１１４）と試料テーブル
（１１６）との熱膨張係数の差によって異なり、特に、スライド（１１３、１１４）と試
料テーブル（１１６）とが、ボルト等の接続ツールによって過剰に接続された場合、スラ
イド（１１３、１１４）の変形が試料テーブル（１１６）に伝達されたときに、スライド
（１１３、１１４）の変形に関する問題が実際に発生する。
【０００７】
　図２によれば、これらの状況によって、試料移動ステージ（１００）の使用プロセス中
に、ミラー（１１７）および試料（１１５）の変形が生じて、２つの相対距離が変化し、
ここで、上記理由により、試料テーブル（１１６）が変形される。これらのことにより、
計測誤差が直接生じて、試料の正確な配置を得ることが困難になる。
【０００８】
　さらに、試料移動ステージ（１００）の計測部から出力されたレーザービーム（１３５
）がミラーに入射したときに、直線のレーザービームが、試料テーブル（１１６）の変形
によって生じるミラー（１１７）の傾斜誤差により偏向された場合、入射ビームと反射ビ
ームとの干渉が生じず、変位に関する計測信号が損失される。レーザービーム（１３５）
を用いた変位計測システムにおける計測信号の損失は、制御安全性を低下させる限りにお
いては重大な問題であることがあり、したがって、このことを防止しなければならない。
【０００９】
　これに応じて、（特許文献１）による図３によれば、スライド（１１４）と試料テーブ
ル（１１６）との間の空間においてＸ、Ｙ方向に運動自由角度を有する３つの変形防止手
段（１５０）を取り付けることによって、スライド（１１４）の変形が試料テーブル（１
１６）に伝達されない構成が提案される。
【００１０】
　また、（特許文献１）は、試料移動ステージ（１００）の構成のプロセスにおいて、変
形防止メカニズム（１５０）がＸ、Ｙ方向に対して強度が低くなることを防止するように
、Ｘ、Ｙ方向の運動を制限するためのひずみメカニズム（１６０）をさらに構成する。
【００１１】
　しかし、（特許文献１）は、変形防止メカニズム強化ツール（１５０）としてひずみメ
カニズム（１６０）を使用していても、Ｘ、Ｙ方向の低下された強度を補償することが困
難であり、さらに、ここで、周囲温度が変化したときに構造が非対称になることによって
、非対称特性が生じる。
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【００１２】
　その上、変形防止メカニズム（１５０、１６０）の高さによって、試料（１１５）とス
ライド（１１４）との高度差が生じる。このことにより、安定性の低下に関する問題が発
生するが、この理由は、上記変形防止メカニズムが、駆動ユニットの重心を形成し、また
駆動ユニット作動点と実際の重心とのずれを形成するからである。
【００１３】
　さらに、図４によれば、スライド（１１４）の上側に試料テーブル（１１６）と共に固
定される３つのバッファメカニズム（１７０）を構成することによって、また前記バッフ
ァメカニズム（１７０）で６つの自由角度を制限しつつ、熱膨張方向の中心からより遠く
になるように半径方向に向かって自由角度のみを許容することによって、スライド（１１
４）の変形が試料テーブル（１１６）に伝達される構成が提案される。
【００１４】
　しかし、上記構成は、図４による試料移動ステージ（１００）が、バッファメカニズム
（１７０）の加工および組み立てに関する困難性を有し、またバッファメカニズム（１７
０）の高さによって試料テーブル（１１６）とスライド（１１４）との高度差が生じると
いう問題を有する。このことは、試料移動ステージ用の駆動ユニットの重心を高くするだ
けでなく、制御安定性を低下させるが、この理由は、このことにより、駆動力が作用する
箇所と実際の重心との間にずれが生じるからである。
【００１５】
　上記問題を解決するために、試料移動ステージ（１００）に適切な極めて高い精度を要
求する精密機器では、上記スライド（１１３、１１４）および試料テーブル（１１６）用
のアンバーまたはゼロダ等の材料が、単一本体のために使用されるが、これを使用するこ
とにより、アンバーまたはゼロダのコストがアルミニウムのコストの少なくとも１０倍に
なり、また加工レベルが低いために加工コストも増加するという問題が発生する。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／００２０２２５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、上記課題を解決するために開発され、また上部構造に変形が伝達して構造が
低下することを防止するためのひずみメカニズムモジュールを構成するか、前記ひずみメ
カニズムモジュールを試料移動ステージのスライドに一体的に形成するか、またはボルト
接続により前記ひずみメカニズムモジュールをスライド領域に結合させることによって、
スライドの変形が試料テーブルに伝達されることを防止するように、スライドの変形を吸
収するためのひずみメカニズムモジュールを使用した試料移動ステージを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するように意図された本発明は、ベースフレームに取り付けられかつ第
１のガイドブロックに沿って移動する第１のスライド、および前記第１のスライドに取り
付けられかつ第２のガイドブロックに沿って移動する第２のスライドが相互横断方向に取
り付けられる可動部と、前記第２のスライドに共に形成されたひずみメカニズムモジュー
ルを仲介して取り付けられた試料テーブルによって試料を移動させ、また前記試料テーブ
ルに相互垂直方向に取り付けられたＸ、Ｙバーミラーによって変位を計測する移動部と、
前記可動部の動作経路に取り付けられたレーザーヘッド、ビーム分割器および干渉計によ
って拡散を行い、また前記Ｘ、Ｙバーミラーにより受信機から反射された入力ビーム干渉
信号を受信することによって出力を変位信号に変換する計測部とからなる。
【発明の効果】
【００１８】
　スライドの変形を吸収するためのひずみメカニズムモジュールを使用した本発明の試料
移動ステージは、試料移動ステージに構成された第２のスライドにひずみメカニズムを一
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体的に構成する方法によって、または製造されたひずみメカニズムモジュールをスライド
領域に結合させることによって以下の効果を有する。
【００１９】
　第１に、計測精度は、試料テーブルを含むミラーおよび試料の変形誤差により向上し、
スライドによる変形が試料テーブルに伝達されないことにより低下し、また誤差率を最小
にすることにより試料の製造精度が向上するので、生産性が向上する。
【００２０】
　第２に、試料移動ステージの製造プロセス中にスライドおよびひずみメカニズムを一体
的に形成することが可能であるので、構成要素に関する製造コストが減少し、また重心が
相対的に低くなることによって、高速運動および高い制御安定性が実現されるので、高い
生産レベルを実現できる。
【００２１】
　第３に、一般的なアルミニウムまたはアルミニウム合金が、試料移動ステージの製造プ
ロセス中にアンバーまたはゼロダ等の高価な材料に取って代わることができるので、スラ
イドに関するものを含む材料コストを低減でき、また構成要素の加工性が向上されるので
、製造コストも節約できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の実施例について以下に説明する。
【００２３】
　図５は、試料移動ステージの組立状態を示した図面であり、図６は、試料移動ステージ
の分解状態を示した図面であり、図７は、本発明による試料移動ステージ用のひずみメカ
ニズムモジュールを示した図面であり、図８は、ひずみメカニズムの取付状態および変形
状態を示した実施例１であり、図９は、ひずみメカニズムの取付状態および変形状態を示
した実施例２であり、また図１０は、本発明によるひずみメカニズムモジュールの例を示
した分解図である。
【００２４】
　図５と図１０によれば、本発明は、ベースフレーム（１０）に取り付けられかつ第１の
ガイドブロック（２１）に沿って移動する第１のスライド、および前記第１のスライド（
２０）に取り付けられかつ第２のガイドブロック（３２）に沿って移動する第２のスライ
ド（３０）が相互横断方向に取り付けられる可動部と、前記第２のスライド（３０）に共
に形成されたひずみメカニズム（５０）を仲介して取り付けられた試料テーブル（４０）
によって試料（４１）を移動させ、また前記試料テーブル（４０）に相互垂直方向に取り
付けられたＸ、Ｙバーミラー（４２、４３）によって変位を計測する移動部と、前記可動
部の動作経路に取り付けられたレーザーヘッド（６１）、ビーム分割器（６２）および干
渉計（６３）によって拡散を行い、また前記Ｘ、Ｙバーミラー（４２、４３）により受信
機（６４）から反射された入力ビーム干渉信号を受信することによって出力を変位信号に
変換する計測部とからなる。
【００２５】
　初めに、これらの実施例の試料移動ステージ（１）は、取付位置のＸ軸方向およびＹ軸
方向に往復運動を行うための可動部と、前記可動部に取り付けられかつ物体（４１）（以
下で「試料」と呼ばれる）を搬送して計測／処理するための移動部と、前記可動部によっ
て搬送される試料（４１）の位置をレーザービームで計測するための計測部とからなる。
【００２６】
　そして、可動部は、ベースフレーム（１０）に取り付けられ、また外部信号に従ってＸ
軸方向およびＹ軸方向への往復運動を行い、また前記可動部は、ベースフレーム（１０）
に取り付けられる第１のスライド（２０）および第２のスライド（３０）が互いに横断す
る方向に取り付けられる。
【００２７】
　また、第１のスライド（２０）は、平行にまた一定間隔で、ベースフレーム（１０）に
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、好ましくは、ベースフレーム（１０）の中央上部に取り付けられた一対のガイドレール
（１１）に取り付けられ、そしてガイドレール（３１）に接続された第２のガイドブロッ
ク（３２）を仲介するように図面のＸ軸方向に往復運動を行う。
【００２８】
　さらに、第２のスライド（３０）は、平行にまた一定間隔で、ベースフレーム（１０）
に、好ましくは、第１のスライド（２０）の上部両側に取り付けられた一対のガイドレー
ル（３１）に取り付けられ、そしてガイドレール（３１）に接続された第２のガイドブロ
ック（３２）を仲介するように図面のＹ軸方向に往復運動を行う。
【００２９】
　また、移動部は、試料（４１）を搬送するために第２のスライド（３０）に取り付けら
れた物体であり、そして試料が上面に載置される第２のスライド（３０）に取り付けられ
る試料テーブル（４０）と、前記試料テーブル（４０）と第２のスライド（３０）との間
に挿入されかつ前記第２のスライド（３０）の変形を吸収するひずみメカニズムモジュー
ル（５０）とからなる。
【００３０】
　さらに、試料テーブル（４０）は、第１のスライド（３０）と第２のスライド（３０）
とによって往復運動を行う物体であり、そしてＸバーミラー（４２）およびＹバーミラー
（４３）は、相互垂直方向に上面に加えられたレーザービームの変位を計測する。
【００３１】
　また、接続孔は、第２のスライド（３０）および試料テーブル（４０）に形成され、そ
して試料テーブル（４０）の接続プロセス中に使用される。
【００３２】
　さらに、ひずみメカニズムモジュール（５０）は、第２のスライド（３０）の上面に構
成された物体であり、また第２のスライド（３０）の変形が試料テーブル（４０）に伝達
されることを防止し、そしてひずみメカニズムモジュールに構成された１つのひずみメカ
ニズムは、図１１によれば、短い軸方向に変形し、スライドの変形中も、スライドが変形
する前の試料テーブルの形状を維持する。
【００３４】
　それに応じて、ひずみメカニズムモジュール（５０）の各ひずみメカニズム領域は、短
い軸方向に小範囲で変形し、特に、ひずみメカニズムの加工特性および変形形状を考慮す
る種々の種類および形状で製造され得るように形成される。
【００３５】
　また、ひずみメカニズム（５０）は、上下方向に沿って一定間隔で上記第２のスライド
（３０）の上面を規則的に貫通する多数の緩衝孔（５３）と、前記緩衝孔（５３）の中心
に当たるように切断され、かつ上記試料テーブル（４０）が取り付けられるブリッジ部（
５６）および取付部（５２）の変形空間を提供する多数の変形ライン（５４）とからなる
。取付部（５２）の上面が、試料テーブル（４０）に接触する緩衝材を有する。
【００３６】
　さらに、ひずみメカニズム（５０）の形成プロセスにおいて、１つ以上のブリッジ部（
５６）が取付部（５２）の両側に一体的に形成されることが好ましい。
【００３７】
　このときに、取付部（５２）に形成された接続孔（５１）は、上記試料テーブル（４０
）およびボルト等の接続ツールを使用することによって設けられる。
【００３８】
　また、ひずみメカニズム（５０）の形成プロセスにおいて、緩衝孔が正確な位置にある
ようにまた正確な大きさであるように加工されることが好ましく、そして上記変形ライン
（５４）が、緩衝孔（５３）の位置に当たるようにワイヤＥＤＭによって加工されること
が好ましい。
【００３９】
　取付部（５２）およびブリッジ部（５６）の接触面を図１２の（ａ）のような線形状に
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形成する板ばね式ひずみメカニズム、取付部（５２）およびブリッジ部（５６）の接触面
を（ｂ）のような半円形状に形成する直円ヒンジひずみメカニズム、取付部（５２）およ
びブリッジ部（５６）の接触面を（ｃ）のような形状に形成する隅肉ヒンジひずみメカニ
ズム、および取付部（５２）およびブリッジ部（５６）の接触面を（ｄ）のような楕円形
状に形成する楕円形ヒンジひずみメカニズム等のような種々の種類によって、ひずみメカ
ニズムを構成できる。
【００４０】
　板ばね式ひずみメカニズムは、高い変位レベルを生成できるが、軸が変形を許容する以
外の方向の強度が比較的弱いという欠点を有し、対照的に、直円ヒンジひずみメカニズム
は、軸強度特性が優れているという利点を有するが、変形レベルは比較的低い。
【００４１】
　さらに、楕円形ヒンジひずみメカニズムまたは隅肉ヒンジひずみメカニズムは、２種類
のひずみメカニズムの利点および欠点を相殺するものである。このことを利用すると、以
下の図面によれば、ひずみメカニズムのために種々の形状が可能になる。
【００４４】
　図１３は、直円ヒンジひずみメカニズムを使用した形状の例を示しており、またこの直
円ヒンジひずみメカニズムは、４バーリンケージを介して短い軸方向に変化できる。上記
例に加えて、より複雑なメカニズムを実行できるが、４バーメカニズムのプロセスが最も
容易であると思われる。
【００４５】
　また、スライドの変形が試料テーブルに伝達されることを防止するように、ひずみメカ
ニズム（５０）をひずみメカニズムモジュールに配置できる。基本的に、面において３つ
の自由角度を制限するように、短い軸方向の変形が許容されるひずみメカニズムを少なく
とも３つのユニットから利用可能であり、またより多くのユニットを配置できる。
【００４６】
　それに応じて、３つのひずみメカニズムは、図９（ａ）と図９（ｂ）によれば、第２の
スライド（３０）の一方の側の両方のコーナーにまた他方の側の中央に配置され、そして
４つのひずみメカニズムは、図８（ｂ）によれば、第２のスライド（３０）の４つのコー
ナーに配置される。
【００４７】
　また、図１４によれば、６つ、８つまたはそれ以上のひずみメカニズムをひずみメカニ
ズムモジュールに配置できる。ひずみメカニズムの配置は対称である必要がなく、５つま
たは７つのユニットが非対称的に配置されても、試料テーブルへの熱変形伝達を防止する
ことができる。
【００４９】
　また、ひずみメカニズム（５０）を上記第２のスライド（３０）に一体的に形成できる
が、追加の部材によって、前記ひずみメカニズムを形成および接続することもできる。
【００５０】
　さらに、計測部（６０）は、試料テーブル（４１）に取り付けられかつレーザービーム
が移動する試料（４１）の位置を計測し、また第１および第２のスライド（２０、３０）
の移動経路に取り付けられかつレーザービームを出力するレーザーヘッド（６１）と、前
記レーザーヘッド（６１）から出力されたレーザービームをＸビームとＹビームとに分割
するビーム分割器（６２）と、前記ビーム分割器（６２）によって２つの部分に分割され
たビームをＸバーミラー（４２）とＹバーミラー（４３）とに出力する干渉計（６３）と
、前記Ｘ、Ｙ受信機（４２、４３）により反射された干渉信号を受信することによってビ
ームを変位信号に変換するＸ、Ｙ受信機（６４）とからなる。
【００５１】
　ここからは、本発明の方法について以下に説明する。
【００５２】
　最初に、試料移動ステージ（１）の作動プロセス中に、試料（４１）の位置が、計測部
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によって計測されるが、この理由は、試料テーブル（４０）のＸ方向変位が、Ｘバーミラ
ー（４２）によって計測され、またＹ方向変位が、Ｙバーミラー（４３）によって計測さ
れるからである。
【００５３】
　２つの指示ビーム（Ｘ、Ｙ）に分割された後に、レーザーヘッド（６１）から出力され
たビームは、ビーム分割器（６２）を通過し、干渉計（６３）を通過し、Ｘ、Ｙバーミラ
ー（４２、４３）によって反射され、また干渉計（６３）に干渉を生じさせる。
【００５４】
　次に、干渉計（６３）の干渉信号は、計測部の受信機（６４）によって計測され、また
信号処理プロセス後に変位信号に変換される。
【００５５】
　第１および第２のスライド（２０、３０）が、過剰な接続または熱膨張によって変形さ
れた場合、ひずみメカニズム（５０）を介して吸収された状態下で、第２のスライド（３
０）の変形が試料テーブル（４０）に伝達される。
【００５６】
　言い換えれば、第２のスライド（３０）は変形されているが、図８ｂおよび図９ｂによ
れば、ひずみメカニズム（５０）の緩衝孔（５３）または変形ライン（５４）は、第２の
スライド（３０）の対応する変形レベルの範囲まで変形し、またスライド（３０）の前記
変形を吸収する。
【００５７】
　このことにより、第２のスライド（３０）の変形が試料テーブル（４０）またはＸ、Ｙ
バーミラー（４２、４３）に直接伝達されないので、試料テーブル（４０）に取り付けら
れた試料（４１）とミラー（４２、４３）との相対距離が正確に計測される。
【００５８】
　本発明のひずみメカニズムの設計方法について以下に説明する。
【００５９】
　第１に、温度が変化した場合にスライド部の熱膨張を防止するために実施される、ひず
みメカニズムヒンジ部の設計方法に関するガイドラインが推奨される。
【００６２】
　図１５によれば、一般にボルト接続によって試料テーブルを固定するスライド部の外観
が示されている。図１６によれば、温度が変化した場合には、スライド部が変形される。
実線で示されている部分は、変形前のスライドの外観を示しており、また点線で示されて
いる部分は、熱によって膨張された後のスライドの外観を示している。
【００６３】
　スライドの中心から、スライドを半径方向に膨張させるべきである。スライドが、ボル
トによって試料テーブルにまた４つの箇所に接続されていることを前提とすると、熱膨張
が生じることによって、全ての接続部に加えられる力Ｆ（以下で「熱膨張力」と呼ばれる
）が作用すると思われる。このときに、熱膨張力は次式のように計算される。
【００６４】
【数１】

【００６５】
　ここで、「ａ」は材料の熱膨張係数であり、「Ｅ」は材料の弾性率であり、「Ａ」は接
続部の断面積であり、「ｄ」は接続ボルトの直径であり、「ｂ」はスライド部の厚さであ
り、「Ｌ」はスライドの中心から接続部までの距離であり、また「ΔＬ」は、熱変形によ
って接続部が膨張される変形度である。
【００６６】
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　それに応じて、スライドの熱膨張度が、ひずみメカニズムマウントによって試料テーブ
ルに伝達されないことを保証するために、熱膨張力によるひずみメカニズムの変形の許容
度は「ΔＬ」を超える必要がある。
【００６７】
　第２に、ひずみメカニズムのヒンジに加えられる最大応力は、降伏強度よりも小さいこ
とが必要であるが、この理由は、ひずみメカニズムの許容できる変形度が「ΔＬ」になっ
たとしても、降伏現象が生じてはならないからである。
【００６８】
　第３に、上記２つの条件が満たされたとしても、ひずみメカニズムマウントの上側に固
定された試料テーブル、試料およびミラーの全重量によって、重力方向への沈降現象が生
じるが、値は適切なレベル未満であるべきである。
【００６９】
　したがって、上記３つの条件を満たすひずみメカニズム構造が望ましいと考えられる。
【００７０】
　ここで、本発明は、最初に満たすべきである条件を決定する。熱膨張力Ｆによるひずみ
メカニズムの変形度を推定するように、単一のひずみメカニズムの強度を計算すべきであ
る。
【００７２】
　分かりやすくするために、図１８により、単一のひずみメカニズムの外観が示されてい
る。図１７および図１８の手段部の外観は互いに異なるが、構造およびメカニズムは同一
である。
【００７３】
　単一のひずみ手段部は以下のように構成される。６０は、スライド部またはスライドに
対する固定部を示しており、６２は、試料テーブル用の固定部を示しており、６１は、ス
ライド部と固定部とを接続するためのリンク部を示しており、また６４～７０は、回転自
由角度を有する６つのヒンジを示している。熱膨張力Ｆの場合における、単一のひずみメ
カニズムが変形する現象が図１９に示されている。
【００７６】
　ここで、８つのヒンジが回転することによって、固定部の位置が「Δｘ」だけ変化する
。このときに、変形度「Δｘ」を実現するために、全てのヒンジの変形によって蓄積され
た位置エネルギーを計算する必要がある。単一のヒンジの外観は図２０に示されている。
【００７８】
　単一のヒンジの変形によって蓄積された位置エネルギーは式（１）のように表される。
【００７９】
【数２】

【００８０】
　ここで、「ｋｅ」は、ヒンジ部の回転強度を表し、また式（２）のように計算される。
【００８１】
【数３】

【００８２】
　また、Δｘ／ｌはヒンジの回転角度を示している。ヒンジの変形度が非常に小さかった
場合、回転角度をΔｘ／ｌとして推定できる。８つのヒンジが使用されるので、全てのヒ
ンジに蓄積された位置エネルギーは、式（４）のように計算される。
【００８３】
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【００８４】
　単一のひずみメカニズムの強度Ｋを計算するために、位置エネルギー「Ｖ」が「ｘ」で
識別された場合、式（５）のように、回復力Ｆを計算して表すことができる。
【００８５】

【数５】

【００８６】
　ｘに対して回復力Ｆを識別することにより、式（６）のように、単一のひずみメカニズ
ムの強度を計算して表すことができる。
【００８７】

【数６】

【００８８】
　式（２）～式（６）から計算される単一のひずみメカニズムの変形度Δｘは、式（７）
のように表される。
【００８９】

【数７】

【００９０】
　単一のひずみメカニズムの変形度（Δｘ）は、スライド部の熱変形度（ΔＬ）が試料テ
ーブルに伝達されないように、ΔＬ（Δｘ＞／＝ΔＬ）を超えるべきである。したがって
、式（８）の条件を満たす必要がある。
【００９１】
【数８】

【００９２】
　第２に、ヒンジに対する応力が降伏強度未満である必要があるので、条件を考慮する必
要がある。「σｍａｘ＝（０．１～０．３）σｙ」として設定された安全係数を考慮する
と、ヒンジに対する最大応力の大きさを想定したものはσｍａｘである。モーメントの大
きさ（Ｍｍａｘ）は、σｍａｘをヒンジに加算するために式（９）のように計算される。
【００９３】
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【数９】

【００９４】
　ここで、応力集中係数としてのＫｔは、式（１０）のように表される。
【００９５】

【数１０】

【００９６】
　熱膨張力Ｆが単一のひずみメカニズムに加えられた場合、１つのリンクに加えられる力
の大きさはＦ／４になるが、この理由は、前記熱膨張力が４つのリンクの間で均等に分散
されるからである。リンクの長さは「ｌ」であるので、リンクからなる２つのヒンジに加
えられるモーメントの大きさは、Ｆｌ／４になる。それに応じて、熱膨張力によって全て
のヒンジに加えられたモーメントの大きさ（＝Ｆｌ／４）は、ヒンジの降伏現象を防止す
るために、Ｍｍａｘの大きさよりも小さいことが必要であり、また前記モーメントの大き
さを式（１１）のように表すことができる。
【００９７】
【数１１】

【００９８】
　試料テーブルが上部ひずみメカニズムマウントに固定された場合、過剰な重量により、
固定部およびリンクが重力方向に沈降する。
【００９９】
　第３の条件は、適切な値未満に値を維持することである。固定部の沈降度を計算する必
要がある。
【０１００】
　ビームが一定の断面積を有する場合、沈降式を用いれば、沈降度を計算することは容易
である。しかし、所定の構造特性により断面積が一定ではないので、本発明のひずみメカ
ニズムの場合には、この計算を行うことは容易ではない。
【０１０１】
　したがって、沈降度を計算するときに、最悪の条件を推定すべきである。この場合、最
悪の条件とは、図７のように、ひずみメカニズムのビームがヒンジおよび凹部領域と同一
の断面積からなる場合を指す（図２１）。
【０１０３】
　ひずみメカニズムマウントの固定部の質量の総計を想定したものは、上部領域に固定さ
れる試料試験体の質量、ならびにミラーおよび試料の質量である。４つのひずみメカニズ
ムに均等に分散される重量が作用した場合、Ｍｇ／４に等しい力が、単一のひずみメカニ
ズムの固定部において重力方向に向かって作用するとみなすことができる。このときに、
図８と同一のひずみメカニズムの沈降現象が生じる（図２２）。
【０１０５】
　ここで、ひずみメカニズムの沈降度「σ」は、ビーム沈降式の式（１２）のように表さ
れる。
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【０１０６】
【数１２】

【０１０７】
　ビームの断面外観を見ると（図７と図８参照）、その外観は「ｔ」の幅と「ｂ」の高さ
とを有する長方形であり、したがって、領域慣性モーメントは式（１３）と同一である。
【０１０８】

【数１３】

【０１０９】
　それに応じて、沈降度「σ」は、式（１４）のように計算される。
【０１１０】

【数１４】

【０１１１】
　この構造では、この値が、適切な沈降限界値（σｌｉｍｉｔ）未満であるのに十分であ
る。
【０１１２】
　したがって、望ましいひずみメカニズムを設計するためには、上記３つの条件の全てを
満たす必要があり、またこれらの条件は式（８）、式（１１）および式（１４）に示され
ているようなものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】従来技術による試料移動ステージを示した図面である。
【図２】従来技術による試料移動ステージに構成されたスライドの変形状態を示した図面
である。
【図３】従来技術によるスライドの変形防止メカニズムを示した図面である。
【図４】従来技術によるスライドの緩衝メカニズムを示した図面である。
【図５】本発明による試料移動ステージの接続状態を示した図面である。
【図６】本発明による試料移動ステージの分解状態を示した図面である。
【図７】本発明による試料移動ステージのひずみメカニズムモジュールを示した図面であ
る。
【図８ａ】本発明によるひずみメカニズムモジュールの取付状態を示した図面である。
【図８ｂ】本発明によるひずみメカニズムモジュールの変形状態を示した図面である。
【図９ａ】本発明によるひずみメカニズムモジュールの取付状態を示した図面である。
【図９ｂ】本発明によるひずみメカニズムモジュールの変形状態を示した図面である。
【図１０】本発明によるひずみメカニズムモジュールの例を示した拡大図である。
【図１１】試料テーブルの形状を示す。
【図１２】ひずみメカニズムを示す。
【図１３】直円ヒンジひずみメカニズムを使用した形状の例を示す。
【図１４】６つ、８つまたはそれ以上のひずみメカニズムをひずみメカニズムモジュール
に配置した構成を示す。
【図１５】一般にボルト接続によって試料テーブルを固定するスライド部の外観を示す。
【図１６】変形前のスライドの外観を示す。
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【図１７】単一のひずみメカニズムの外観を示す。
【図１８】単一のひずみメカニズムの外観を示す。
【図１９】熱膨張力Ｆの場合における、単一のひずみメカニズムが変形する現象を示す。
【図２０】ひずみメカニズムのビームがヒンジおよび凹部領域と同一の断面積からなる場
合を示す。
【図２１】ひずみメカニズムのビームがヒンジおよび凹部領域と同一の断面積からなる場
合を示す。
【図２２】図８と同一のひずみメカニズムの沈降現象を示す。
【符号の説明】
【０１１４】
１　試料移動ステージ
１０　ベースフレーム
１１　ガイドレール
３１　ガイドレール
２０　第１のスライド
３０　第２のスライド
４０　試料テーブル
４１　試料
４２　Ｘバーミラー
４３　Ｙバーミラー
５０　ひずみメカニズム
５２　取付部
５３　緩衝孔
５４　変形ライン
６３　干渉計
６４　受信機
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８ａ】

【図８ｂ】
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【図９ａ】

【図９ｂ】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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